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ＧＤＰ統計の 2020年基準への改定に伴う消費活動指数の見直し†† 

 

 

■要 旨■ 

本稿では、日本銀行調査統計局が定期的に公表している「消費活動指数」につ

いて、ＧＤＰ統計の 2020 年基準への改定や近年の消費行動の構造変化を踏まえ

て、推計方法の見直しを行った。 

主な変更内容としては、①ＧＤＰ統計の改定を踏まえ、消費活動指数のウエイ

トを最新のものに更新したほか、②非耐久財消費やサービス消費について、新た

に利用可能となったＥＣ関連のデータや付加価値ベースの関連統計を活用する

ことで、コロナ禍以降にみられる家計の消費行動の構造変化を的確に反映でき

るようにした。加えて、③長期的な消費トレンドをより正確に把握する観点から、

ＧＤＰ統計の第二次年次推計の値が利用可能な期間については、消費活動指数

がＧＤＰ統計と年単位で連動するような水準調整を行った。 
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１．はじめに 

日本銀行調査統計局では、個人消費の実勢を迅速かつ的確に把握するために、

月次で消費活動指数を作成し、「分析データ」として対外公表している（図表１）。

消費活動指数は、2016 年の開発以降、利用可能な統計の改廃や消費行動の変化

を踏まえて、継続的に見直しを行ってきた（中村ほか（2016a）、中村ほか（2016b）、

金藤ほか（2018）、高橋ほか（2021））。 

今般（2025 年 12 月）、国民経済計算（以下、ＧＤＰ統計）において、５年に

１度の基準改定が実施され、ＧＤＰ統計の基準年は 2015 年から 2020 年に移行

した。今回の消費活動指数の見直しでは、ＧＤＰ統計の基準改定との整合性を確

保するとともに、前回見直し（2021 年）以降に利用可能となった関連統計を活

用しつつ、コロナ禍以降の消費行動の変化をより的確に反映できるよう、幾つか

の作成方法の変更を行った。 

今回の具体的な見直しのポイントは、以下の３点に整理できる。①ＧＤＰ統計

の改定を踏まえ、消費活動指数のウエイトを最新のものに更新したほか、②非耐

久財消費やサービス消費について、新たに利用可能となったＥＣ関連のデータ

や付加価値ベースの関連統計を活用することで、コロナ禍以降にみられる家計

の消費行動の構造変化を的確に反映できるようにした。加えて、③長期的な消費

トレンドをより正確に把握する観点から、ＧＤＰ統計の第二次年次推計の値が

利用可能な期間については、消費活動指数がＧＤＰ統計と年単位で連動するよ

うな水準調整を行った。 

以下、第２節では、今回の見直し内容について詳述する。第３節では、結論と

今後の課題について述べる。 

 
1 なお、オンライン財消費やコンテンツ配信の消費動向を捉える目的でこれまで別途作成し

ていた「実質消費活動指数＋（プラス）」は、後述のとおり、今般の見直しでこれらの品目

を一部本系列へ組み入れたことから、今回の見直しのタイミングで廃止する。 

（図表１）「分析データ」として公表している消費活動指数の系列1 

 

指数（季節調整済）
消費活動指数【名目、実質】

消費活動指数（旅行収支調整済）【名目、実質】
実質消費活動指数＋（プラス）

実質耐久財指数
実質非耐久財指数
実質サービス指数
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２．今回の見直しの内容2 

２－１. ウエイトの変更 

消費活動指数は、２種類のウエイトを用いて作成されている。まず、（１）形

態別ウエイト（耐久財・非耐久財・サービス）は、ＧＤＰ統計の国内家計最終消

費支出におけるウエイトを用いる。そして、更に詳細な内訳である（２）品目別

ウエイト（「飲食料品」、「衣料品」等）については、前述の形態別ウエイトに、

産業連関表に基づいて推計した形態別消費に占める各個別品目のウエイトを乗

じて算出する。 

従来の消費活動指数は 2015年基準のウエイトを用いていたが、今回の見直し

では、2025 年 12 月に実施されたＧＤＰ統計の基準改定と整合的になるよう、

2020年基準へと形態別・品目別ウエイトの更新を行った3。これに伴い、消費活

動指数の基準年も、2015年から 2020年へと変更した。 

（１）形態別ウエイト 

新しい消費活動指数の形態別ウエイトは、図表２の通りとなる。見直し前後で、

サービスが低下した一方で、非耐久財が上昇した4。 

 
2 今回見直し後の消費活動指数における利用データについては、参考図表１、２を参照。 
3 ウエイトの変更は、2020 年以降の計数についてのみ行った。2019 年以前の計数について

は、従来のウエイトを引き続き使用している（2003～2014年：2011年基準、2015～2019年：

2015年基準）。 

4 2020 年時点のウエイトにおいてサービスの割合が低下している背景には、コロナ禍にお

ける外食等の対面型サービス消費の減少（その代替としての非耐久財消費の増加）が影響し

ており、平時と比べてこうしたサービスのウエイトが小さくなっている可能性がある。 

（図表２）形態別ウエイト 
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（２）品目別ウエイト 

 品目別ウエイトについては、2020年基準ＧＤＰ統計と整合的となるよう、2015

年産業連関表に基づくものから、2020 年産業連関表に基づくものに変更した5、

6。 

 新しい品目別ウエイトは図表３のとおりである。耐久財については、いずれの

品目についても幾分低下している。非耐久財については、「飲食料品」のウエイ

トが上昇する一方で、「衣料品」のウエイトが低下している。サービスについて

は、「通信」や「医療」のウエイトが上昇する一方で、「外食」のウエイトが低下

している7。また、サービスの新規品目として、「インターネット附随サービス」

を追加した（この点については後述）。  

 
5 2020年基準のＧＤＰ統計では、COICOP2018との整合性確保の観点から、国内家計最終消

費支出の目的別分類が従来基準の 88 分類から 116分類に増加している。この 116 目的分類

のウエイトは非公表であるため、金藤ほか（2018）の手法を援用しながら、産業連関表等を

用いて試算したものを使用している。 

6 産業連関表に直接対応する品目が存在しない「ゲームソフト」については、特定サービス

産業動態統計調査（経済産業省）のソフトウェアプロダクツ売上高に占めるゲームソフト売

上高の割合（2020 年）を産業連関表の「ソフトウェア業」に乗じたウエイトを使用してい

る。 

7 「冠婚葬祭等」については、第３次産業活動指数（経済産業省）の 2020 年基準への改定

で集計区分が変更されたことに伴い、2020 年以降のウエイトを、従来の冠婚葬祭業に写真

業を加えたものへと変更した。 
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（図表３）品目別ウエイト 

 

（注）＜ ＞内は、各形態におけるウエイト。非耐久財は、ＧＤＰ統計において半耐久

財に分類される品目を含む。サービスは、持ち家の帰属家賃を除く。 

（出所）日本銀行等 
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２－２. 採用品目の追加・推計方法の見直し 

 消費活動指数では、品目ごとの消費動向の推計に際し、官民の公表する幅広い

統計データを用いている。今回の見直しでは、2021 年に実施した直近の見直し

以降新たに利用可能になった統計を活用した。具体的には、主として、（１）Ｅ

コマース等の販売チャネルが近年多様化している影響の捕捉と、（２）サービス

消費における付加価値ベースでの消費動向の捕捉に焦点を当てた。 

（１）販売チャネル多様化の捕捉 

（１―１）「衣料品」の基礎統計の見直し 

 近年、衣料品の販売チャネルは多様化しており、とくにコロナ禍以降、Ｅコマ

ース（以下、ＥＣ）経由の販売が大きく拡大しているとみられる。これまで、消

費活動指数では、「衣料品」の推計に際し、販売側統計である商業動態統計（経

済産業省）を用いてきたが、品目分類の難しさもあってＥＣ専業の小売販売につ

いては衣料品の対象に含めてこなかった8。このため、供給側統計である生産統

計などから衣料品の消費を捕捉しているＧＤＰ統計との間で動きに差異が生じ

ていた9。実際、図表４のとおり、見直し前の消費活動指数の「衣料品」と、Ｇ

ＤＰ統計の「被服・履物」を比較すると、前者は、コロナ禍で減少した後も低水

準で横ばいの推移を続けているのに対し、後者は、コロナ禍後に持ち直している。

このことは、従来の消費活動指数では、コロナ禍以降に進んだ衣料品の販売チャ

ネルの多様化の影響を十分に捉え切れていない可能性を示唆している。 

 こうした点を踏まえて、今回の消費活動指数の見直しでは、ＧＤＰ統計に倣っ

て、生産統計などを用いた供給側推計を導入した。具体的には、2020 年産業連

関表の国内生産、輸入、輸出のウエイトを用いて10、名目出荷額、名目輸入額、

名目輸出額から名目国内供給額を推計する。名目出荷額は、鉱工業指数の「繊維

製品・粗製品」の出荷に国内企業物価指数（日本銀行）の「繊維製品」を乗じて

算出する。名目輸入額は貿易統計の概況品の「織物用糸及び繊維製品」、「衣類及

 
8 商業動態統計では、ＥＣ専業事業者等の売上は「無店舗小売業」の販売額として捕捉され

ているが、この「無店舗小売業」については、商品分類別の販売額が公表されておらず、品

目別への分割が難しいため、消費活動指数の計算には含めていない。ただし、実店舗を有す

る小売業者によるＥＣ販売は、各業態の販売額で捕捉されている。 

9 ＧＤＰ統計・四半期別ＧＤＰ速報（以下、ＱＥ）では、生産統計である鉱工業指数（経済

産業省）や貿易統計（財務省）などを用いて、供給側から推計を行っている。具体的には、

出荷と輸入の合計から輸出を除いて国内に供給された財・サービスが中間投入、在庫、消費、

もしくは固定資本形成のいずれかの項目に割り振られるという前提に基づく推計方法（コ

モディティ・フロー法）である。詳細は、内閣府（2025a）、内閣府（2025b）を参照。 
10 国内生産と輸入の商業マージン分を調整するために、産業連関表上の「需要合計」を、商

業マージンを除く国内生産と輸入で按分したものをウエイトとしている。 
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び同附属品」と「バッグ類」の輸入総額、名目輸出額は「織物用糸及び繊維製品」

の輸出総額から算出する。名目出荷、名目輸入、名目輸出はそれぞれ基準年で指

数化し、産業連関表のウエイトを用いて、（名目国内総供給）＝（名目出荷）＋

（名目輸入）－（名目輸出）として算出する。こうして算出した名目国内総供給

に占める国内家計最終消費の割合が基準年時点から一定であると仮定し、衣料

品の名目国内家計最終消費支出を求める。この名目消費額を、消費者物価指数

（総務省）の「被服及び履物」、「身の回り用品（除く腕時計）」でデフレートす

ることで、実質値を算出する。 

 見直し後の衣料品（実質）の推移をみると、見直し前にみられていた下方トレ

ンドは緩和され、コロナ禍以降は持ち直すなど、長い目でみればＧＤＰ統計の動

きに近づいている（図表４）。 

（１－２）「飲食料品」の作成方法の変更 

 消費活動指数の「飲食料品」は、ここ数年、減少トレンドが続いてきた。これ

には、2022 年以降の食料品価格等の上昇に伴う実勢としての減少も反映してい

るとみられるが、一部には、ドラッグストアを通じた販売シェアの増大に加えて、

衣料品と同様、コロナ禍以降とくに普及したＥＣによる販売拡大等を十分に取

り込めていないことも影響していると考えられる。 

実際、販売チャネルの多様化の影響を受けにくい生産統計から作成されてい

るＧＤＰ統計の（食料品がその多くを占める）非耐久財と、消費活動指数の非耐

久財を比較すると、近年は、消費活動指数の非耐久財がＧＤＰ統計を下回ってお

（図表４）衣料品（実質）の見直し 

  
（注）ＧＤＰ統計は、家計の目的別最終消費支出の「被服・履物」。 

（出所）内閣府、日本銀行等 
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り、足もとにかけて乖離が大きくなっている。こうした点も踏まえ、今回の見直

しでは、①近年拡大しているドラッグストアにおける飲食料品の販売拡大を反

映するための修正を行うとともに、②一定の仮定を置いて、ＥＣ食料品販売額を

推計し、これを食料品消費額に取り込むこととした。 

①については、従来、「医薬品、化粧品など」に分類されていたドラッグスト

アの販売額のうち、「健康食品」と「食品」の販売額を、「飲食料品」へと組み換

えた。同時に、それに対応する「医薬品、化粧品など」のデフレーターから食料

品関連品目を除くといったデフレーターの精緻化も行った11。 

②に関して、見直し前の消費活動指数においては、クレジットカードの決済情

報からＥＣ消費額を捕捉しているＪＣＢ消費ＮＯＷ（ＪＣＢ/ナウキャスト）の

データを加えた系列を、「消費活動指数＋（プラス）」として別途集計し、公表し

てきた。敢えて別系列として公表してきたのは、高橋ほか（2021）が指摘するよ

うに、（前回見直し時点では）ＥＣ消費額のデータの時系列が短かったためであ

る。今般の見直しでは、ＥＣ消費額のデータについて、クレジットカード決済デ

ータの時系列的な蓄積が進んだことを踏まえ、これを消費活動指数の本系列に

取り入れることとした。ＪＣＢ消費ＮＯＷのデータから作成したＥＣ食料品販

売額をみると、食料品販売額全体の４％となっており、とくにコロナ禍における

外出自粛要請等を受けて大きくその比率が上昇した後も、上昇基調を続けてい

る（図表５）。なお、ＪＣＢ消費ＮＯＷのＥＣ消費データが利用できない過去の

期間については、一定の仮定を置いて、電子商取引に関する市場調査（経済産業

省）の年次ＥＣ食料品消費額等を用いることで遡及系列を作成した12。 

 

 
11 見直し前は、消費者物価の「財」除く「電気・都市ガス・水道」「衣料」「シャツ・セータ

ー・下着類」「たばこ」「農水畜産物」「石油製品」「耐久消費財」をデフレーターとして用い

ていたが、見直し後は新たに「食料（除く外食）」も除外することとした。 

12 具体的な作成方法については、以下の通り。 

① 2016/1月以降：現行の「消費活動指数＋（プラス）」の作成方法に準拠する（詳細は高

橋ほか（2021）を参照）。ただし、ＥＣ比率については、2020年時点のもの（家計消費

状況調査等の「総世帯」ベース）に変更したほか、商業動態統計に含まれるＥＣ消費額

をウエイトの計算から控除するために、令和３年経済センサス活動調査（総務省・経済

産業省）を基にした、飲食料品のインターネット販売額の内無店舗小売業が占めるウエ

イトをＥＣ比率に乗じ、このウエイトをもとに、商業動態統計ベースの飲食料品販売額

と上記系列を加重平均している。 

② 2004/1月～2015/12月：電子商取引に関する市場調査による年次での飲食料品等の EC

消費額を用いて、上記の①に接続している。なお、月次のデータについては、年次の EC

消費額を、月次の商業動態統計ベースの飲食料品販売額を補助系列として比例デントン

法（後述）を用いて按分することで作成している。 

③ 2003/12月以前：商業動態統計ベースの飲食料品販売額を用いて遡及している。 
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 「飲食料品」の系列を見直し前後で比較すると、ドラッグストア経由やＥＣ消

費を取り込んだことで、従来の下方トレンドは緩和されている（図表６（１））。

他方、見直し後の「医薬品、化粧品など」は、ドラッグストアの飲食料品が控除

されたことで名目ベースでは見直し前対比で減少しているが、見直しによって

デフレーターが下方修正されたこともあり、実質ベースでは足もとにかけて上

方修正されている（図表６（２））。 

こうした見直しの結果、「飲食料品」について、ＧＤＰ統計と消費活動指数の

（図表５）飲食料品におけるＥＣ消費の取り込み 

（１）ＥＣ販売額 （２）飲食料品全体の推移 

  
（出所）総務省、経済産業省、JCB/ナウキャスト「JCB 消費 NOW」 

（図表６）飲食料品（実質）等の見直し 

（１）飲食料品 （２）医薬品・化粧品など 

  
（出所）日本銀行等 
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動きを比較すると、見直し後の消費活動指数は、ＧＤＰ統計とより近い動きにな

っていることが分かる（図表７（１））。実際、ＧＤＰ統計との間の平均的な乖離

を示す平均絶対誤差（Mean Absolute Error：ＭＡＥ）をみると、見直し後の系列

の方が、誤差は小さくなっていることが確認できる（図表７（２））。 

（１－３）「インターネット附随サービス」の追加 

 近年、インターネット上での音楽・映像配信サービスに代表されるオンライン

サービス消費は拡大しており、消費活動指数でもこれらの消費動向を捕捉する

重要性は高まっている。この点、消費活動指数では、2021 年の見直し以降、Ｊ

ＣＢ消費ＮＯＷのクレジットカード決済情報から推計した「コンテンツ配信」の

消費額を加えたものを「消費活動指数＋（プラス）」として公表してきた。今回

の見直しでは、調査対象がより広範とみられるサービス産業動態統計調査（総務

省）の「インターネット附随サービス業」の売上高を実質化した系列を、「イン

ターネット附随サービス」として消費活動指数の本系列に取り入れることとし

（図表７）飲食料品（実質）の推移 

（１）消費活動指数・ＧＤＰ統計の比較 

 

（２）平均絶対誤差（ＭＡＥ）の比較 

 

（注）ＧＤＰ統計は、「食料・非アルコール」と「アルコール飲料・たばこ」系列の合計

値であり、比較の観点から、見直し前後の消費活動指数も、飲食料品＋たばこ系列

を用いている。ＭＡＥの算出期間は、ＧＤＰ統計の第二次年次推計が利用可能な

2003～2023年。 

（出所）内閣府、日本銀行等 
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た13。「インターネット附随サービス」は、音楽・映像配信等のコンテンツ配信サ

ービスに加えて、ショッピングサイトやオークションサイトの売上高（＝こうし

たサービスに掛かる手数料）も含め、近年利用が増加しているオンラインサービ

ス消費を広く捕捉している。今般作成した消費活動指数の「インターネット附随

サービス」をみると、2013年から 2024年にかけて実質ベースで約２倍に増加す

るなど、はっきりとした増加基調を示している（図表８）。 

（１－４）「宿泊」の推計方法の見直し 

 従来の消費活動指数では、「宿泊」の品目別データを作成するに当たって、サ

ービス産業動態統計調査のみを用いてきた。もっとも、近年は、宿泊業を巡る環

境は大きく変化しており、従来のホテルや旅館に加えて、住宅を活用して旅行者

等に宿泊サービスを提供する住宅宿泊サービス（民泊）が急速に成長している

（図表９（１））。こうした民泊の動向は、サービス産業動態統計調査や、同じく

代表的な統計である宿泊旅行統計調査（観光庁）では、必ずしも十分に捕捉され

ていないとみられる14。このため、今回の消費活動指数の見直しでは、「住宅宿

 
13 デフレーターには、企業向けサービス価格指数（日本銀行）の「インターネット附随サー

ビス」を使用する。同指数は企業が直面するサービス価格ではあるが、消費者物価指数にお

ける「インターネット接続料」や「ウェブコンテンツ利用料」よりも広範な関連サービスを

調査対象としているため、「インターネット付随サービス」売上高のデフレーターとしてよ

り望ましいと考えた。 
14 サービス産業動態統計調査では、民泊は、定義上「他に分類されない宿泊業」として宿泊

業の一部に含まれうるが、住宅宿泊事業の届出住宅数が 2021年時点で２万件程度に達する

のに対し、同統計の母集団統計である同時点の経済センサス活動調査では、「他に分類され

ない宿泊業」の事業所数は５千件程度にとどまっている。 

（図表８）インターネット附随サービス（実質） 

 
（出所）JCB/ナウキャスト「JCB消費 NOW」、日本銀行等 
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泊事業の宿泊実績について」（観光庁）を民泊の推計に利用することとした。 

 同データを消費活動指数へ取り込むにあたり、まず、宿泊旅行統計調査（うち

旅館とホテル）の延べ宿泊者数の月次推移を用いて、２か月分の合計値しか公表

されていない民泊宿泊数の値を各月に分割する。そのうえで、各月の旅館・ホテ

ルの延べ宿泊者数と民泊宿泊者数の比率をウエイトとして、2020 年以降のサー

ビス産業動態統計調査の宿泊の前年比と、民泊宿泊者数の前年比を加重平均し

たものを、消費活動指数の「宿泊」系列として用いる。 

 見直し前後の「宿泊」を比較すると、見直し後はわずかに上方修正されるにと

どまっている（図表９（２））。これは、民泊事業が急速に成長しているとはいえ、

2024 年時点で旅館・ホテルの１％程度に過ぎないためである。もっとも、先行

き、さらに民泊事業が成長を続ける場合には、その寄与が拡大する可能性がある。 

（２）付加価値ベースでの消費動向の捕捉（「鉄道旅客」・「娯楽」・「自動車整備」） 

 従来の消費活動指数では、「鉄道旅客」と「娯楽」の品目別データの作成に当

たり、それぞれ旅客数と各種興行の入場者数等（ともに第３次産業活動指数）を

用いてきた。また、「自動車整備」の推計には、自動車保有車両数（国土交通省）

の数量ベースのデータを用いてきた。この間、サービス産業に関する新たな包括

的な統計調査として、2025 年からサービス産業動態統計調査が開始された。こ

れは、一般統計調査であるサービス産業動向調査（総務省）と特定サービス産業

動態統計調査を統合したもので、サービス産業の事業者の売上高等を調査する

基幹統計調査である。同統計は、企業の売上高を調査しているため、数量の変化

（図表９）宿泊の見直し 

（１）民泊の実績 （２）消費活動指数「宿泊」（実質） 

  
（出所）国土交通省、観光庁、日本銀行等 
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だけでなく、それ以外の付加価値の変化――例えば、「鉄道旅客」における旅程

距離の変化や移動時のサービスの高付加価値化など――を捕捉出来るという点

で、消費の実勢把握に適していると考えられる。今回の消費活動指数の見直しで

は、サービス産業動態統計調査の時系列データの蓄積が前身調査も含め進んだ

ことも踏まえて、「鉄道旅客」・「娯楽」・「自動車整備」の推計に用いるデータを、

同調査に変更することとした15、16。 

 見直し前後の動きを比較すると、見直し後の「鉄道旅客」は、コロナ禍におい

て、より大きく落ち込んでいる（図表 10（１））。これには、新たに採用したサ

ービス産業動態統計調査でみると、鉄道売上高の減少には、旅客数の減少に加え

て、長距離移動の減少などによる客単価の減少も寄与していたことが影響して

いる。見直し後の「娯楽」についても、コロナ禍の落ち込みが大きく、かつその

後の回復ペースも緩やかなものにとどまっている17（図表 10（２））。見直し後の

「自動車整備」も、コロナ禍以降は減少基調をたどっていることが分かる（図表

10（３））。 

  

 
15 サービス産業動態統計調査の前身であるサービス産業動向調査は、2013 年より現行体系

に近い形での公表が開始された。金藤ほか（2018）にあるとおり、消費活動指数を作成する

うえで、同統計の利用を検討したものの、同統計は当時 5 年分程度しか時系列の蓄積が無

く、季節調整等が安定しなかったことなどから、採用を見送った。その後、高橋ほか（2021）

では、ＧＤＰ統計との整合性を考慮し、外食、宿泊等で同統計を利用することとした。サー

ビス産業動態統計調査は、中小企業も含めた幅広いサンプルを有するため、関連業種の消費

額を包括的に捉えることが出来ると考えられる。もっとも、とくに飲食サービス等開廃業比

率が高い業種において、新規に開業した事業所が統計サンプルに捕捉されない場合、売上高

が実態から乖離しうる点には留意する必要がある。 
16 「鉄道旅客」・「娯楽」・「自動車整備」のデフレーターについては、従前と同様、消費者物

価指数上でそれぞれ対応する品目を用いている（詳細は参考図表２を参照）。 
17  こうした「娯楽」の動きには、今回の見直しでウエイトが大きくなった「パチンコホー

ル」の弱さが影響している。従来用いていた第３次産業活動指数では、産業連関表の付加価

値額をベースにウエイト付けがされており、パチンコホールが娯楽業に占めるウエイトは

35％程度となっていた。一方で、サービス産業動態統計調査の母集団統計である令和３年経

済センサス活動調査では、売上高ベースのウエイトとなっているため、業種ごとの売上高付

加価値率の違いを反映して、パチンコホールのウエイトは 60％程度となっている。 
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（３）その他の見直し（「家電」のデフレーター作成方法） 

 従来の消費活動指数では、パソコン価格の下落等に伴う指数算出上のバイア

スを回避するために、「家電」のデフレーターについては、関連品目の価格指数

を幾何平均することで作成してきた18。一方、ＧＤＰ統計においては、品目の積

み上げから求めた名目値を実質値で除すことにより集計デフレーターを算出し

ているため、手法としては加重平均に近い。そこで、今回の消費活動指数の見直

しでは、ＧＤＰ統計に合わせる形で、「家電」のデフレーターを関連品目の加重

平均で算出する手法に変更した。変更後の「家電」のデフレーターをみると、2000

年代の下落ペースは変更前よりも鈍化しているものの、2010 年以降については

概ね同様の動きとなっている（図表 11）。  

 
18 算式上は、ある品目の相対価格が変化しても、それぞれの財の支出割合（価格×数量）が

一定である場合――財価格の低下に応じて購入数量が上昇する場合――は、ラスパイレス

型の加重平均指数は下方バイアスを有する一方、幾何平均指数はバイアスを持たないこと

が知られている（日本銀行調査統計局、1998）。1990年代以降、パソコンの品質調整後の相

対物価水準は大きく下落する一方で購入数量が増加したことから、ラスパイレス指数の下

方バイアスは深刻であった。もっとも、2010 年代中盤以降は、パソコン価格の急速な低下

トレンドも一服し、幾何平均指数を利用することのメリットは、薄れていると考えられる。 

（図表 10）サービス各種（実質）の見直し 

（１）鉄道旅客 （２）娯楽 （３）自動車整備 

       
（出所）日本銀行等 
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２－３. 品目作成方法変更を反映した消費活動指数 

ここまで解説してきた（１）形態別・品目別ウエイトの更新と、（２）各品目

の作成方法の見直し、の２点を反映した消費活動指数の推移は、図表 12のよう

になる。 

見直し前後で比較すると、非耐久財では、見直し前の消費活動指数で顕著であ

った低下トレンドが、見直し後では緩和され、ＧＤＰ統計の推移により近くなっ

ている。これは、前述のように、飲食料品や衣料品における販売チャネル多様化

の影響を、今回の見直しによってより正確に捉えることが可能になったためと

考えられる。また、サービスについても、特に 2022年以降の期間を中心に、今

回の見直しにより付加価値ベースの統計を利用することで、ＧＤＰ統計の動き

に近くなっている。他方で、耐久財については、今回のデフレーターの算出方法

の変更により、ＧＤＰ統計との間にみられていた 2000年代の乖離は、見直し後

には幾分緩和されているが、それ以外の期間については見直し前後で目立った

変化は見られない。 

ＧＤＰ第二次年次推計値が利用可能な期間について、消費活動指数とＧＤＰ

の前年比の相関係数を見直し前後で比較すると（図表 13）、見直し後の方がＧＤ

Ｐとの相関係数は耐久財を除き高くなっている。また、見直し前後のＭＡＥを比

較しても、見直し後は耐久財を除き誤差が縮小していることが確認できる。 

（図表 11） 「家電」のデフレーターの見直し 

＜長期＞ ＜2014 年以降＞ 
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（図表 12）消費活動指数の見直し結果 

（１）消費活動指数（旅行収支調整済） （２）耐久財 

  

（３）非耐久財 （４）サービス 

  
（注）シャドーはＧＤＰ統計・第二次年次推計後の期間。（３）のＧＤＰ統計はＧＤＰ

統計における半耐久財を含む。サービスは、持ち家の帰属家賃を除く。 

（出所）内閣府、日本銀行等 
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このように、前年比でみると、ＧＤＰとの比較でみた消費活動指数のパフォー

マンスは、今回の見直しにより総じて改善している。もっとも、やや長い目でみ

ると、今回の見直しを経てもなお、消費活動指数とＧＤＰ統計の第二次年次推計

値（現時点では～2023 年）の間には、レベルでみたトレンドの乖離が相応に残

っている。これは、月々の消費変動の捕捉を目的に作成されている消費活動指数

は、基本的に月次の動態統計から作成されているが、この動態統計のトレンドが、

ＧＤＰ第二次年次推計値で利用されている構造統計（代表的には経済構造実態

調査や経済センサス活動調査）のトレンドとは必ずしも一致していないことか

ら生じている。こうした長期的なトレンドの乖離は、足もとの短期的な消費動向

の把握という点ではさほど大きな問題にはならない一方で、消費活動指数を用

いて長期的な分析（例えば可処分所得との長期的な関係の分析）を行う場合には、

無視できない問題が発生し得る。 

２－４. ＧＤＰ統計による過去系列の水準調整 

上記の問題に対処するため、本節では、消費活動指数の水準がＧＤＰ統計の第

二次年次推計値の水準と、年単位で整合的になるよう一定の調整を行う。具体的

には、ＧＤＰ統計・第二次年次推計の暦年の値を「ベンチマーク」とし、これを

比例デントン法と呼ばれる手法で、「補助系列」を利用して月次に分割すること

で、「水準調整後の消費活動指数」を作成する（比例デントン法の詳細について

は、補論を参照）。この際、比例デントン法の分割に用いる「補助系列」として

は、前節までに見直しを行った消費活動指数を用いるため、消費活動指数に含ま

れていた月々の変動に関する情報は基本的に維持される（図表 14）。ＧＤＰの第

二次年次推計値が利用可能でない期間（現時点では 2024年～）については、水

準調整前の消費活動指数の前月比を用いて外挿する。この期間については、従来

（図表 13）パフォーマンス評価 

 

（注）計数は全て実質。推計期間は、①②とも 2004～2023年。 

見直し前 見直し後 見直し前 見直し後

消費活動指数
（旅行収支調整済）

0.96 0.97 0.55 0.46

耐久財指数 0.89 0.87 2.52 2.59

非耐久財指数 0.61 0.78 1.03 0.79

サービス指数 0.97 0.98 2.94 2.75

①ＧＤＰ統計との
前年比の相関係数

②ＧＤＰ統計に対する
前年比のＭＡＥ
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と同様、ＧＤＰ統計（第一次年次推計、ＱＥ）から独立して消費活動指数は推移

することとなる。 

比例デントン法による水準調整後の結果をみると、消費活動指数とＧＤＰ統

計のトレンドの乖離は解消されている一方で、消費活動指数の持つ月次の変動

は維持されている（図表 15、16）。例えば、水準調整前の消費活動指数（旅行収

支調整済）は、コロナ禍の落ち込みがＧＤＰ統計対比大きかったが、このような

乖離は比例デントン法による水準調整で解消されている。一方、ＧＤＰの第二次

年次推計値が利用可能でない直近の期間（現時点では 2024 年～）については、

消費活動指数はＧＤＰ統計から独立して推計されているため、必ずしも両者の

水準は一致していない。 

  

（図表 14）ベンチマークと補助系列 

 

（注）ベンチマークは、持ち家の帰属家賃を除く。補助系列は季節調整済系列。 

ベンチマーク（ＧＤＰ統計） 補助系列（消費活動指数）
国内家計最終消費支出 消費活動指数
家計最終消費支出 消費活動指数（旅行収支調整済）

耐久財 耐久財指数
非耐久財＋半耐久財 非耐久財指数

サービス サービス指数
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（図表 15）消費活動指数（旅行収支調整済）の見直し結果 

（１）四半期 

 
（２）月次 

 
（注）シャドーはＧＤＰ統計・第二次年次推計後の期間。持ち家の帰属家賃を除く。 
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（図表 16）形態別指数の見直し結果 

（１）耐久財＜四半期＞ 

 
（２）非耐久財＜四半期＞ 

 
（３）サービス＜四半期＞ 

 

（注）シャドーはＧＤＰ統計・第二次年次推計後の期間。（２）のＧＤＰ統計はＧＤＰ

統計における半耐久財を含む。サービスは、持ち家の帰属家賃を除く。 

（出所）内閣府、日本銀行等 
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２－５. 見直しのまとめ 

 上記の一連の見直しを踏まえて、消費活動指数の作成手順を改めて整理する

（図表 17）。第１段階として、品目別系列を作成したうえで、これらを品目別ウ

エイトで集計することで、形態別系列を作成する。第２段階では、こうして作成

した形態別の消費系列を形態別ウエイトで集計し、消費活動指数全体を作成す

る19。第３段階では、ＧＤＰ統計の第二次年次推計値が利用可能な期間について

は、比例デントン法で、消費活動指数の暦年値が、ＧＤＰ統計の暦年値と同水準

となるよう調整する。第４段階として、ＧＤＰの第二次年次推計値が利用可能で

ない期間については、消費活動指数の前月比で外挿する。 

 ＧＤＰ統計・年次推計は、例年 12月頃に公表される。この時点で公表される

 
19 消費活動指数では、ＧＤＰ個人消費と同様、インバウンド消費を控除する一方、アウトバ

ウンド消費を含めることで、居住者による消費動向を示す消費活動指数（旅行収支調整済）

を作成・公表している。こうした旅行収支調整の手法については、従来から変更していない。 

（図表 17）消費活動指数の作成手順 

 

 

品目Ａ 品目Ｂ 品目Ｃ 品目Ｚ

耐久財 非耐久財 サービス

…

消費活動指数

2003年～
第二次年次推計

ＧＤＰ統計
第ニ次年次推計まで

～直近月

消費活動指数（水準調整後）

②形態別ウエイト

①品目別ウエイト

③比例デントン法 ④前月比で外挿
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暦年値の直近年が第一次年次推計であり、直近年より１年前の値が第二次年次

推計、そのさらに１年前が第三次年次推計である。消費活動指数では、ＧＤＰ統

計の年次推計が公表されたタイミングで、比例デントン法による再推計を行い、

消費活動指数に最新の第二次年次推計までの値を反映する。このため、今後は、

各年のＧＤＰ統計・年次推計値の公表後の再推計を行うタイミングで、消費活動

指数の過去計数は遡及改定されることになる。 

３．まとめと今後の課題 

 本稿では、今般行った消費活動指数の見直し内容を解説した。今回の見直しに

より、消費活動指数は、2020 年基準へと改定されたＧＤＰ統計と整合的になる

とともに、ＥＣ消費の拡大といった近年の消費行動の変化をより正確に反映し

た指数になったものと考えている。この新たな消費活動指数が活用されること

で、わが国の消費実勢のより的確な現状評価につながることが期待される。 

もっとも、今後の課題も残されている。具体的には、①今回見直しを行った衣

料品や飲食料品以外のオンライン財消費の把握、②サービスのうち、ウエイトの

大きい「住宅賃貸料」や「教育」の捕捉、③海外のオンライン・サブスクリプシ

ョンサービスに代表されるような新たな消費行動の捕捉などが挙げられる。い

ずれも、利用できる統計の制約等に鑑み、今回の見直しでは対応を見送ったが、

今後も、オルタナティブ・データも含む関連統計の整備状況を眺めつつ、消費活

動指数の更なるパフォーマンスの改善に向けて作成方法の見直しに不断に取り

組んでいく方針である。 

 

以  上  
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補論．比例デントン法を用いた水準調整 

本補論では、２－４節で扱った「水準調整後の消費活動指数」の算出に用いる、

比例デントン法について解説を加えるとともに、見直し後の消費活動指数がこ

の比例デントン法を利用するに当たって望ましい性質を有しているかを、統計

的に検証する。 

比例デントン法とは、Denton（1971）、Cholette（1984）によって提唱された手

法で、時系列データについて、低頻度の「ベンチマーク」を、高頻度の「補助系

列」を用いて、高頻度データに分割する統計的手法である。下式の通り、ベンチ

マークは、暦年の合計値を保ったまま、補助系列に対する分割後のベンチマーク

の比率＝ＢＩ比率（Benchmark-to-Indicator Ratio）の変化が最小になるよう、最適

化問題を解くことで分割される20。内閣府が公表するＧＤＰ統計でも、年次推計

値を四半期値に分割する際に使用されている。 

min ∑ [
𝑚𝑡

𝑎𝑡
−

𝑚𝑡−1

𝑎𝑡−1
]

2
𝑇

𝑡=2

 𝑠. 𝑡. ∑ 𝑚𝑡

12𝑦

𝑡=12𝑦−11

= 𝐴𝑦, 𝑦 ∈ {1, … , 𝛽}  

𝑚𝑡：t か月目の消費活動指数（水準調整後） 

𝑎𝑡：ｔか月目の消費活動指数（水準調整前）＜補助系列＞ 

𝐴𝑦：y暦年のＧＤＰ統計第二次年次推計までの値＜ベンチマーク＞ 

なお、比例デントン法は、分割前のＢＩ比率が安定しているほど、水準調整値

が補助系列の動きを反映するため、ベンチマーク（ＧＤＰ統計・第二次年次推計

までの値）と補助系列（水準調整前の消費活動指数）の動きが近いことが望まし

い（ＩＭＦ、2017）。これを評価する方法として、Chen（2007）に基づき、①水

準調整前の消費活動指数と、②比例デントン法により水準調整を行ったあとの

消費活動指数の前月比のＭＡＥを確認する。ＭＡＥが小さければ、ベンチマーク

と補助系列の動きがより近く、比例デントン法により前月比が大きく歪められ

ていないことが確認できる。 

 ①見直し前の消費活動指数で上記のＭＡＥを計算した場合と、②見直し後の

指数で計算した場合とを比較すると、後者の方がＭＡＥが小さく、比例デントン

法を利用するのにより望ましい性質を有していることが確認できる（補論図表）。

水準調整後の消費活動指数は、第二次年次推計及びそれ以前の年のＧＤＰ統計

 
20  ベンチマークを分割する他の方法として、補助系列の構成比でベンチマークを分割する

プロラタ法があるが、比例デントン法に比べて、ベンチマークの節目（今回の場合は暦年の

終期と、翌暦年の始期）の間で水準に段差が生じやすいというデメリットがある。 
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が有する構造統計の情報により長期的なトレンドを捉えながら、引き続き、元々

の消費活動指数の有する月次統計の情報も、比例デントン法を用いながら備え

ているという点で、有用な指標であるといえる。 

 

 

 

  

（補論図表）補助系列と水準調整後系列間でのＭＡＥ 

 

（注）計数は全て実質。推計期間は、2004～2023年。 

見直し前 見直し後

消費活動指数
（旅行収支調整済）

0.55 0.46

耐久財指数 2.52 2.59

非耐久財指数 1.03 0.79

サービス指数 2.94 2.75

補助系列と水準調整後系列の
前月比のＭＡＥ
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（参考図表１―１）見直し後の消費活動指数の基礎統計 

 

 

 

集計項目 基礎統計

耐久財

自動車
・販売台数（軽、小型、普通乗用車）
・小売価格（軽、小型、普通乗用車）

・日本自動車販売協会連合会「新車販売台数」
・全国軽自動車協会連合会「軽自動車新車販売台数」
・総務省「小売物価統計調査」

家電
・販売額（機械器具小売業、百貨店・スー
パーの家電）

・経済産業省「商業動態統計」

非耐久財

飲食料品

・販売額（飲食料品小売業（除くコンビニエ
ンスストアの非食料品）、百貨店・スー
パー・ドラッグストアの飲食料品）
・ＥＣ飲食料品販売額

・経済産業省「商業動態統計」
・総務省「家計調査」
・総務省「家計消費状況調査」
・経済産業省「電子商取引に関する市場調査」
・JCB/ナウキャスト「ＪＣＢ消費ＮＯＷ」
・総務省・経済産業省「経済センサス活動調査」

衣料品

・業種別出荷指数（繊維製品・粗製品）
・国内企業物価指数（繊維製品）
・輸入金額（織物用糸及び繊維製品、衣類及
び同附属品、バッグ類）
・輸出金額（織物用糸及び繊維製品）

・経済産業省「鉱工業指数」
・日本銀行「企業物価指数」
・財務省「貿易統計」

ガソリン、
灯油など

・販売額（燃料小売業） ・経済産業省「商業動態統計」

医薬品、
化粧品など

・販売額（医薬品・化粧品小売業（除くド
ラッグストアの飲食料品）、その他小売業、
百貨店・スーパーのその他）

・経済産業省「商業動態統計」

電気代 ・電力需要実績（電灯計） ・資源エネルギー庁「電力調査統計」

都市ガス代 ・製品ガス家庭用販売量 ・資源エネルギー庁「ガス事業生産動態統計調査」

水道代 ・指数（水道業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

新聞 ・指数（新聞業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

書籍・雑誌 ・指数（出版業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

ゲーム
ソフト

・売上高（ソフトウェアプロダクツのうち
ゲームソフト）
・ゲームソフト売上本数

・経済産業省「特定サービス産業動態統計調査」
・業界統計

たばこ
・業種別出荷指数（食料品・たばこ工業（除
く食料関連指数））
・加熱式たばこ販売数量

・経済産業省「鉱工業指数」
・日本たばこ協会「加熱式たばこ統計データ」

品目名
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（参考図表１―２）見直し後の消費活動指数の基礎統計 

 

 

集計項目 基礎統計

サービス

外食
・売上高（飲食店、持ち帰り・配達飲食サー
ビス業）

・総務省「サービス産業動態統計調査」

旅行 ・旅行取扱額（国内、海外） ・観光庁「旅行業者取扱額」

医療 ・指数（医療業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

介護 ・指数（社会福祉・介護事業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

通信 ・売上高（通信業） ・総務省「サービス産業動態統計調査」

鉄道旅客 ・売上高（鉄道業） ・総務省「サービス産業動態統計調査」

バス ・指数（バス業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

タクシー ・指数（タクシー業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

航空旅客 ・指数（航空旅客運送業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

郵便 ・指数（郵便業（信書便事業を含む）） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

娯楽 ・売上高（娯楽業） ・総務省「サービス産業動態統計調査」

宿泊
・売上高（宿泊業）
・延べ宿泊者数

・総務省「サービス産業動態統計調査」
・観光庁「住宅宿泊事業の宿泊実績について」
・観光庁「宿泊旅行統計調査」

学習塾 ・指数（学習塾） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

冠婚葬祭等 ・指数（その他生活関連サービス業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

公共放送 ・ＮＨＫ受信契約件数 ・日本放送協会

駐車場 ・指数（駐車場業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

金融 ・指数（金融業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

生命保険 ・生命保険産出額
・生命保険協会「生命保険事業概況」
・ＩＲ資料

損害保険 ・指数（損害保険業） ・経済産業省「第３次産業活動指数」

自動車整備 ・売上高（自動車整備業） ・総務省「サービス産業動態統計調査」

インター
ネット附随
サービス

・売上高（インターネット附随サービス業） ・総務省「サービス産業動態統計調査」

品目名
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（参考図表２）見直し後の消費活動指数のデフレーター 

 
（注）特記が無い場合は、消費者物価指数の品目名を指す。 

 

使用する物価指数 変換

耐久財

自動車 ・自動車 名→実

家電

・家事用耐久財、冷暖房用器具、照明器具、電球・ランプ、
血圧計、携帯電話機、テレビ、ビデオレコーダー、パソコン
（デスクトップ型）、パソコン（ノート型）、タブレット端
末、プリンタ、カメラ、家庭用ゲーム機、ゲームソフト、メ
モリーカード、電池、電気かみそり

名→実

非耐久財

飲食料品 ・食料（除く外食） 名→実

衣料品 ・被服及び履物、身の回り用品（除く腕時計） 名→実

ガソリン、灯油など ・ガソリン、プロパンガス、灯油 名→実

医薬品、化粧品など
・財（除く電気・都市ガス・水道、たばこ、食料＜除く外食
＞、石油製品、耐久消費財）

名→実

電気代 ・電気代 実→名

都市ガス代 ・都市ガス代 実→名

水道代 ・上下水道料 実→名

新聞 ・新聞代 実→名

書籍・雑誌 ・書籍、雑誌 実→名

ゲームソフト ・ゲームソフト 実→名

たばこ ・たばこ 実→名

サービス

外食 ・一般外食 名→実

旅行
・外国パック旅行費、国内パック旅行費（宿泊料、普通運賃
＜ＪＲ以外＞、航空運賃、普通運賃＜ＪＲ＞、料金＜ＪＲ，
在来線＞、料金＜ＪＲ，新幹線＞を合成したもの）

名→実

医療 ・診療報酬改定率　※診療報酬について（厚生労働省） 名→実

介護 ・介護料 実→名

通信
・通信料（固定電話）、通信料（携帯電話）、インターネッ
ト接続料

名→実

鉄道旅客 ・鉄道運賃（ＪＲ以外）、鉄道運賃（ＪＲ） 名→実

バス ・一般路線バス代、高速バス代 実→名

タクシー ・タクシー代 実→名

航空旅客 ・航空運賃 実→名

郵便 ・はがき、封書 実→名

娯楽 ・入場・観覧・ゲーム代 名→実

宿泊 ・宿泊料 名→実

学習塾 ・補習教育 実→名

冠婚葬祭等 ・持家の帰属家賃を除く総合 実→名

公共放送 ・放送受信料（ＮＨＫ） 実→名

駐車場 ・車庫借料、駐車料金 実→名

金融
・為替業務手数料、銀行業務手数料（除為替）
　※企業向けサービス価格指数（日本銀行）

実→名

生命保険 ・持家の帰属家賃を除く総合 名→実

損害保険 ・損害保険　※企業向けサービス価格指数（日本銀行） 実→名

自動車整備 ・自動車整備費（定期点検）、自動車整備費（パンク修理） 名→実

インターネット附随
サービス

・インターネット附随サービス
　※企業向けサービス価格指数（日本銀行）

名→実

品目名


